
岐阜県建設工事低入札価格調査等に関する要領 

 

（平成１０年３月３０日 監第７７５号） 

 

 （目 的） 

１ この要領は、岐阜県の発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項 に定

める建設工事。）において、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０及び同令第

１６７条の１０の２第２項（同令第１６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定により、低入

札価格調査制度又は最低制限価格制度を適用して競争入札に付する工事に関する取扱いを定めることを目

的とする。 

 

 （対象工事） 

２ 全ての競争入札について、予定価格１億円以上は低入札価格調査制度を、予定価格１億円未満は最低制

限価格制度を適用する。 

   ただし、総合評価落札方式による場合は、低入札価格調査制度を適用する。 

 

 （制度の適用） 

３ 低入札価格調査制度を適用する場合は、「低入札調査基準価格」（以下「基準価格」という。）及び

「失格判断基準」を、また最低制限価格制度を適用する場合は、「最低制限価格」（以下「制限価格」と

いう。）を設定するものとする。 

  ただし、予定価格が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令

第 372号。以下「特例政令」という。）に規定される金額以上の岐阜県が発注する建設工事（以下「ＷＴ

Ｏ対象工事」という。）については、低入札価格調査制度として、「基準価格」及び「特別重点調査対象

価格」（以下「対象価格」という。）を設定するものとする。 

  

 （基準価格） 

４（１）基準価格は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる基準となる金額を

いうものとする。 

     基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に１００分の１０８を乗じて得た

額とする。 

   ア 土木系工事（「土木一式」、「とび・土工・コンクリート（解体工事を除く）」、「ほ装」、

「塗装」及び「造園」等、イ及びウを除く。） 

① 直接工事費相当分の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

② 共通仮設費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

③ 現場管理費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

④ 一般管理費相当分の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

   イ 「建築一式」並びに営繕工事にかかる「電気」、「電気通信」、「管」、「とび・土工・コンク

リート（解体工事に限る。）」及び「解体」 

① 「直接工事費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額」に１０分の９．７を乗じて得た額 

② 共通仮設費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

③ 「現場管理費相当分の額」と「直接工事費相当分の額に１０分の１を乗じて得た額」の合計

額に１０分の９を乗じて得た額 

④ 一般管理費相当分の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

    ウ 営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上水道工事及び下水道工事にかかる「機械器具

設置」 

① 機器費相当分の額に１０分の９．０７を乗じて得た額 

② 直接工事費相当分の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

③ 共通仮設費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

④ 現場管理費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

⑤ 一般管理費相当分の額に１０分の５．５を乗じて得た額 

    ただし、収支等命令者が必要と認める特別な契約の場合は、契約ごとに１０分の７．５から１０分

の９．２の範囲内で収支等命令者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。 

（２）前項の規定により得られた額が、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあって

は、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満

たない場合は、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た金額とする。 

 （３）算出にあたっての費用区分は、別に定める「岐阜県建設工事低入札価格調査等に関する事務処理要



領」（以下、「事務処理要領」という。）によるものとする。 

 

 （失格判断基準） 

５（１）失格判断基準は、基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がなされないと判断され

る基準をいうものとし、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に満たない価格で入札を

行った場合は失格とする。 

ア 土木系工事（「土木一式」、「とび・土工・コンクリート（解体工事を除く）」、「ほ装」、

「塗装」及び「造園」等 イ及びウを除く。） 

① 直接工事費相当分の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

② 共通仮設費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

③ 現場管理費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

④ 一般管理費相当分の額に１０分の２を乗じて得た額 

    イ 「建築一式」並びに営繕工事にかかる「電気」、「電気通信」、「管」、「とび・工・コンクリ

ート（解体工事に限る。）」及び「解体」 

① 「直接工事費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額」に１０分の９．７を乗じて得た額 

② 共通仮設費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

③ 「『現場管理費相当分の額』と『直接工事費相当分の額に１０分の１を乗じて得た額』の合

計額に１０分の９を乗じて得た額」に補正係数αを乗じて得た額（補正係数αは０．８とす

る） 

④  一般管理費相当分の額に１０分の２を乗じて得た額 

    ウ 営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上水道工事及び下水道工事にかかる「機械器具

設置」 

① 機器費相当分の額に１０分の８．２を乗じて得た額 

② 直接工事費相当分の額に１０分の９．７を乗じて得た額 

③ 共通仮設費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

④ 現場管理費相当分の額に１０分の９を乗じて得た額 

⑤ 一般管理費等相当分の額に１０分の２を乗じて得た額 

ただし、収支等命令者が必要と認める特別な契約の場合は、第１項の規定にかかわらず、契約ごと

に１０分の７．５から１０分の９．２の範囲内で収支等命令者の定める割合を入札書比較価格に乗じ

て得た額とする。 

 （２）前項の規定により得られた額が、入札書比較価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合に

あっては、入札書比較価格に１０分の９．２を乗じて得た額とし、入札書比較価格に１０分の７．５

を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に１０分の７．５を乗じて得た額とする。 

（３）算出にあたっての費用区分は、事務処理要領によるものとする。 

 

 （制限価格） 

６（１）制限価格は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときに設定するこ

とができる金額をいうものとする。 

（２）制限価格の算出は、４（１）及び（２）の基準価格の算出の規定を準用し、制限価格を下回って入

札を行った場合は失格とする。 

 

（対象価格） 

７（１）対象価格は、ＷＴＯ対象工事において、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかど

うかについて特に重点的な調査（以下「特別重点調査」という。）を実施する金額をいうものとする。 

 （２）対象価格の算出は、５（１）及び（２）の失格判断基準の算出の規定を準用し、対象価格を下回っ

て入札を行った場合は、低入札価格調査の実施に際し、特別重点調査を実施する。 

 

 （入札保留） 

８ 低入札価格調査制度を適用した入札において、入札の結果、基準価格を下回る入札があったときは、落

札決定を保留し、入札参加者に落札者は後日決定する旨を通知する。 

  

 （低入札価格調査の実施） 

９（１）８の場合において、失格判断基準又は対象価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち、最低

価格入札者又は総合評価落札方式における最大評価値入札者（以下、「最低価格入札者等」とい

う。）が、基準価格を下回る価格で入札を行った場合は、収支等命令者は、その入札価格により、契

約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、次の項目により、



最低価格入札者等からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行うものとする。 

    なお、最低価格入札者等が複数ある場合は、同時に調査を行うものとする。 

   ア その入札価格により入札した理由 

イ 入札価格の内訳書及び明細書 

   ウ 下請業者との関係 

エ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 

   オ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

   カ 配置予定技術者 

   キ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的条件 

   ク 手持ち資材状況 

   ケ 資材購入先及び購入先と入札者の関係 

   コ 手持ち機械数の状況 

   サ 労務者の具体的供給見通し 

   シ 過去に施工した公共工事名及び発注者 

   ス 建設副産物の搬出地 

   セ 経営内容 

    ソ アからセまでの資料及び事情聴取した結果についての調査検討 

    タ シの公共工事の成績状況 

    チ 経営状況（取引金融機関、保証会社への照会） 

    ツ 信用状況（建築業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請け代金の支払い遅延状況等） 

    テ その他必要な事項 

（２）低入札価格調査の実施にあたっては、事務処理要領によるものとする。 

（３）低入札価格調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は当該

調査時の内容と完成検査時の内容とが著しく乖離した場合（合理的な乖離理由が確認できる場合を除

く。）は、工事成績評定に厳格に反映するとともに岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止

等措置要領（平成 13年４月１日工検第 12号）に基づく入札参加資格停止措置（以下「参加資格停止

措置」という。）を講ずることがある。 

 

（特別重点調査の実施） 

10（１）８の場合において、最低価格入札者等が対象価格を下回る価格で入札を行った場合は、９に基づく

調査の実施に際し、次の項目について、最低価格入札者等からの事情聴取、関係機関への照会等の特

別重点調査を行う。 

    なお、最低価格入札者等が複数ある場合は、同時に調査を行うものとする。 

   ア その入札価格により入札した理由 

   イ 入札価格の内訳書及び明細書 

   ウ コスト縮減額 

   エ 下請予定業者名等 

   オ 契約対象工事付近における手持ち工事の状況 

   カ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況 

   キ 配置予定技術者 

ク 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件 

   ケ 手持ち資材状況 

   コ 資材購入先及び購入先と入札者の関係 

   サ 手持ち機械数の状況 

   シ 機械リース元 

   ス 労務者の具体的供給見通し 

   セ 工種別労務者配置計画 

   ソ 過去に施工した公共工事名及び発注者 

タ 建設副産物の搬出地 

   チ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画 

   ツ 品質確保体制（品質管理のための人員体制） 

   テ 品質確保体制（品質管理計画書） 

   ト 品質確保体制（出来形管理計画書） 

   ナ 安全衛生管理体制（安全衛生教育等） 

   ニ 安全衛生管理体制（点検計画） 

   ヌ 安全衛生管理体制（仮設設置計画） 



   ネ 安全衛生管理体制（交通誘導員配置計画） 

   ノ 誓約書 

ハ アからネまでの資料及び事情聴取した結果についての調査検討 

   ヒ ソの公共工事の成績状況 

   フ 経営状況（取引金融機関、保証会社への照会） 

   ヘ 信用状況（建築業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請け代金の支払い遅延状況等） 

   ホ その他必要な事項 

 （２）特別重点調査の実施にあたっては、事務処理要領によるものとする。 

 （３）特別重点調査において提出された資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。

ただし、収支等命令者により資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原

則として１回に限り再提出等を行うことができる。 

（４）特別重点調査に係る資料を期限までに提出しない場合又は 10（１）の事情聴取に応じない場合な

ど特別重点調査に協力しない場合は、当該最低価格落札者等の入札を無効とする。 

（５）特別重点調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は当該調

査時の内容と完成検査時の内容とが著しく乖離した場合（合理的な乖離理由が確認できる場合を除

く。）は、工事成績評定に厳格に反映するとともに参加資格停止措置を講ずることがある。 

 

（岐阜県建設工事入札参加資格委員会での審査） 

11 収支等命令者は、調査の結果を記載した書面を作成し、岐阜県建設工事入札参加資格委員会規程（昭和

５２年訓令甲第１６号）第二条の規定により、審査意見を求めなければならない。 

 

 （審査及び意見の表示） 

12 岐阜県建設工事入札参加資格委員会は、収支等命令者から意見を求められたときは、審査を行い、書面

によって意見を表示するものとする。 

 

 （意見に基づく落札者の決定等） 

13（１）岐阜県建設工事入札参加資格委員会の表示した意見が、その入札価格をもって契約の内容に適合し

た履行が可能であると認めた場合においては、収支等命令者は、最低価格入札者等を落札者として決

定する。 

    また、岐阜県建設工事入札参加資格委員会の表示した意見が、その入札価格をもっては契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認めた場合においては、収支等命令者は、最低価格入札

者等を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低

価格入札者、又は総合評価落札方式における最大評価値入札者（以下、「次順位者」という。）を落

札者として決定する。 

なお、次順位者が基準価格又は対象価格を下回った入札者であった場合には、９以降と同様の手続

きを行い、落札者を決定するものとする。 

 （２）収支等命令者は、落札者を決定したときは、全入札者に対して、落札者の決定を通知するも 

のとする。 

 

 （基準価格を下回る落札者との契約に係る措置） 

14（１）収支等命令者は、基準価格を下回る落札者と契約を締結しようとするときは、主任技術者又は監理

技術者とは別に、追加配置技術者（一般競争入札の場合は入札参加資格を、指名競争入札の場合は入

札執行通知の内容を満たす技術者をいう。以下同じ。）１名を、契約工期の始まり時点から配置し、

現場施工に着手する日からは専任で現場（工場製作の過程を含む工事では、工場製作期間を含む。）

に配置することを義務付けるものとする。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が

追加配置技術者を配置することとする。 

 （２）追加配置技術者は、当該工事における現場代理人を兼務することができない。 

 （３）基準価格を下回る落札者と契約を締結したときは、当該工事が「岐阜県建設工事共通仕様書」第１

編第１章 1-1-20に定める重点監督となるため、監督員は段階確認及び施工状況立会を重点的に行う

こととする。 

 （４）特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督員が施工体

制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異

なる場合は、その理由等について確認を行う。 

 

 （予定価格書への基準価格等の記載） 

15 事務の適正な執行を確保するため、様式１に、予定価格、低入札調査基準価格及び失格判断基準若しく



は対象価格、又は最低制限価格を記載し、開札まで厳重に管理しておくものとする。 

  

 （入札執行通知等への記載） 

16 収支等命令者は、低入札価格調査制度を適用する場合は、入札公告又は入札執行通知に、基準価格、失

格判断基準若しくは対象価格及び 14の適用があること、並びに入札金額によっては入札保留がなされる

ことを明示する。 

  また、最低制限価格制度を適用する場合は、入札公告又は入札執行通知に、制限価格の適用があること

を明示する。 

 

      附 則 

  この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１７年９月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成２０年５月２０日から施行する。 

      附 則 

  この要領は、平成２０年８月１５日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成２１年１月１６日から施行する。 

     附 則 

  この要領は、平成２１年６月１日から施行する。 

      附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２３年６月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２５年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２５年７月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

   附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２７年８月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成２８年５月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 



 この要領は、平成２９年４月１５日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用

する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用す

る。 

附 則 

 この要領は、平成３１年３月２５日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用

する。 

 

附 則 

 この要領は、令和元年６月１日から施行し、同日以降に入札公告又は入札執行通知する案件から適用する。 

 



様式１（建設工事用） 

 

 

 

                          予 定 価 格 書                 

 

 

            仕様書番号       第        号 

 

 

            工 事 名                      工事 

 

 

            設 計 金 額            ￥        円 

 

 

            予定価格（Ａ）     ￥        円 

 

 

            入札書比較価格     ￥        円 

            （Ａ×１００／１０８） 

 

 

            低入札調査基準価格（Ｂ）￥        円 

             （又は最低制限価格（Ｂ）￥        円） 

 

 

         基準比較価格      ￥        円 

                  （Ｂ×１００／１０８） 

         （又は制限比較価格   ￥        円） 

                  （Ｂ×１００／１０８） 

 

 

 

＜失格判断基準＞ 

（又は対象価格） 

   

 

 

            ￥        円（税抜き） 

 

     

 

 備考１ 入札書比較価格の算出時の１円未満の端数は切り捨てること。 

２ 低入札調査基準価格及び最低制限価格の算出時の１円未満の端数は原則として切り捨て 

るが、予定価格の１０分の７．５以上１０分の９．２以下となるよう適宜切り上げ又は切り捨てを 

すること。 

３  失格判断基準の価格の算出時の１円未満の端数は原則として切り捨てるが、入札書比較 

 価格の１０分の７．５以上１０分の９．２以下となるよう適宜切り上げ又は切り捨てをすること。 

４ 本様式は開札まで厳重に管理すること。 


